
議案第１号 

 

令和２年度南丹市一般会計予算 

 

 令和２年度南丹市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，８５５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １，３００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金 

 額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用 

 

 令和２年２月１９日提出 

南丹市長 西村 良平     
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（単位：千円）

事　項 期　間 限 度 額

スクールバス運行事業（美山） 令和３年度～令和７年度 200,000

幼稚園通園バス運行事業 令和３年度～令和６年度 40,640

第２表　債務負担行為

第２表債務負担行為
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

 情報基盤整備事業 4,900

 児童福祉施設整備事業 146,800

 農業基盤整備事業 17,200

 農業施設整備事業 92,100

 農山村振興施設整備事業 36,100

 観光交流施設整備事業 309,800

 道路橋梁整備事業 182,500

 街路整備事業 52,100

 土地区画整理事業 26,300

 交通施設整備事業 391,500

 公営住宅整備事業 47,600

 消防施設整備事業 138,900

 防災施設整備事業 253,000

 学校教育施設等整備事業 163,100

 スクールバス購入事業 23,800

 社会教育施設整備事業 599,100

 臨時財政対策債 475,800

 過疎地域自立促進特別事業
196,000

計 3,156,600

第３表　地方債

（ただし、利率

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

証書借入

６．０％以内

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。

　ただし、市財政の都合

により据置期間及び償還

期限を短縮し、又は繰上

償還もしくは低利に借換

することができる。
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第３表地方債
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予 算 に 関 す る 説 明 書 
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